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大山町告示第２２号 

 

平成２３年第１回大山町議会臨時会を次のとおり招集する 

 

平成２３年１月１８日 

                          大山町長 森田 増範 

 

１ 日  時  平成２３年１月２１日 午後１時 

２ 場  所  大山町役場議場 

３ 付議事件 １）議案第 1 号 大山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例について 

２）議案第 2 号 平成 22 年度大山町一般会計補正予算（第 6 号） 

３）議案第 3 号 平成 22 年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正 

予算（第 4 号） 

４）議案第 4 号 平成 22 年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予 

算（第 3 号） 

５）議案第 5 号 平成 22 年度大山町情報通信事業特別会計補正予算 

（第 3 号） 

                                    

──────────────────────────────  

○開会日に応招した議員 

 竹 口 大 紀         米 本 隆 記  

大 森 正 治         杉 谷 洋 一  

野 口 昌 作         池 田 満 正  

近 藤 大 介         西 尾 寿 博  

 吉 原 美智恵         岩 井 美保子  

諸 遊 壌 司         足 立 敏 雄  

小 原 力 三         岡 田   聰  

椎 木   学         鹿 島   功          

西 山 富三郎         野 口 俊 明  

  

───────────────────────────────  

○応招しなかった議員  

         なし   

     ───────────────────────────────  
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第 1 回 大 山 町 議 会 臨 時 会 会 議 録 

平成２３年１月２１日（金曜日）        

                                        

議 事 日 程 

                               平成２３年１月２１日 午後１時 開会  

  

1 開会（開議）宣告 

1 議事日程の報告 

日程第 1 会議録署名議員の指名について 

日程第 2 会期の決定について 

日程第 3  議案第 1 号 大山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を 

 改正する条例について 

日程第 4 議案第 2 号 平成 22 年度大山町一般会計補正予算（第 6 号） 

日程第 5 議案第 3 号 平成 22 年度大山町国民健康保険診療所特別会計補正予算 

（第 4 号） 

日程第 6 議案第 4 号 平成 22 年度大山町農業集落排水事業特別会計補正予算 

（第 3 号） 

日程第 7 議案第 5 号 平成 22 年度大山町情報通信事業特別会計補正予算（第 3 号） 

日程第 8 議員派遣について 

────────────────・───・─────────────────  

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 

────────────────・───・─────────────────  

出席議員（１８名） 

１番 竹 口 大 紀     ２番 米 本 隆 記  

３番 大 森 正 治     ４番 杉 谷 洋 一  

５番 野 口 昌 作     ６番 池 田 満 正  

７番 近 藤 大 介     ８番 西 尾 寿 博  

９番 吉 原 美智恵    １０番 岩 井 美保子  

１１番 諸 遊 壌 司    １２番 足 立 敏 雄  

１３番 小 原 力 三    １４番 岡 田   聰     

１５番 椎 木   学    １６番 鹿 島   功    

１７番 西 山 富三郎    １８番 野 口 俊 明    

────────────────・───・─────────────────  
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欠席議員(なし)      

────────────────・───・───────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 ……………… 諸 遊 雅 照     書記 …………… 柏  尾  正  樹 

────────────────・───・───────────────── 

説明のため出席した者の職氏名  

町長 …………………森 田 増 範     教育長 ………………山 根  浩 

副町長…………………小 西 正 記       教育次長………………狩 野   実 

総務課長 ………… 押 村 彰 文     社会教育課長 ………手 島 千津夫 

幼児教育課長……… 高 木 佐奈江     大山支所総合窓口課長…岡 田 栄      

学校教育課長…………林 原 幸 雄     企画情報課長 ……… 野 間 一 成      

建設課長…………… 池 本 義 親     農林水産課長 ………山 下 一 郎 

水道課長 ………… 坂 田  修      福祉介護課長 ……… 戸 野 隆 弘         

観光商工課長………  福 留 弘 明       保健課長…………… 斎  藤   淳  

人権推進課長……… 門 脇 英 之     総務課参事 ………… 酒  嶋  宏    

────────────────・───・──────────────── 

午後１時 開会 

○局長（諸遊雅照君） 互礼を行います。一同起立。礼。着席。 

────────────────・───・───────────────── 

       開会・開議・議事日程 

○議長（野口俊明君） ただいまから本日の臨時会を開会いたします。ただいまの出席

議員は、１８人です。定足数に達していますので、平成２３年第１回大山町議会臨時会

を開会します。これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のと

おりであります。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（野口俊明君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本臨時会の会議

録署名議員は、会議規則第１１８条の規定によって、５番 野口昌作君、６番 池田満正

君を指名します。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第２ 会期の決定について 

○議長（野口俊明君） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日限りにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（野口俊明君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日限りに決定
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いたしました。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第３ 議案第１号  

○議長（野口俊明君） 日程第３、議案第１号  大山町職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。提案理由の説明を求め

ます。町長 森田増範君。 

○町長 (森田増範君)  はい、議長。 

○議長（野口俊明君） 森田町長。 

○町長 (森田増範君)  あらためまして、あけましておめでとうございます。本年も一

年どうぞよろしくお願いいたします。まず議長のお許しをいただきまして、このたびの

豪雪につきまして少し時間を賜りたいと思います。 

○議長（野口俊明君） はい、どうぞ。 

○町長 (森田増範君) ありがとうございます。まず昨年大晦日から元旦にかけまして

大雪、豪雪ということでございまして、住民の皆さま方、そして議員の皆さま方には、

大変ご心配をおかけしたものと存じております。特に、このたびの豪雪で、被害を受け

られました方々に心よりお見舞いを述べさせていただきたいと思います。 

 また大山町の除雪の体制につきましてですけれど、大晦日３１日早朝よりの町の除雪

車のフル稼働ということでの取り組みをしておったところでありますけれども、ただ降

り続きます雪、その対応がたくさんの雪が降り続くということの中で、十分対応ができ

ないということでございまして、１月１日新年、元旦になりましてから早朝、町の建設

業協会の皆さん方にお力をいただいて、除雪機械のほうの作業依頼をいたしたというと

ころでございます。 

しかし、それでも豪雪ということがありまして、正月２日にもフル稼働ということの

中での対応になりました。それでもまだまだ十分な対応がしきれてなかったというのが、

このたびの豪雪でございまして、大変住民の皆さん方にもご不安をおかけしたというぐ

あいに思っております。 

特にわたしども行政におきましても、できる限りの対応はいたしたところでございま

すけれど、たくさんの電話での要望やお叱りや苦情もいただいたところでもございます。 

特に、豪雪という形の中で、除雪の対応あるいは停電での対応、あるいはまた国道９

号線、１，０００台を超える大渋滞ということでの関係者の皆さん方からの電話であっ

たり、また１月の、正月の朝の７時の全国での放送ということもあったりして、またそ

ういったところでの反響での電話の対応ということで、職員非常に電話対応あるいはそ

ういった豪雪の対応ということでフル回転をさせていただく中ではありましたけれども、

まだまだ十分な対応ではなかったというぐあいにも反省いたしておるところであります。 

そういった反省と検証をさせていただき、この経験をしっかりと今後の取り組みに生
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かさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思いま

す。それと同時にこのたびの豪雪の対応の中で、住民の皆さま方特に、集落あるいは自

治会、特に区長さんや自治会長さんを中心に集落の自治会の中で、共同で雪かき作業を

していこうということで、元旦早朝、早々からも取り組んでいただいたところでもござ

います。 

そういった取り組みにつきまして本当に大山町、集落の力、自治会の皆さん方の底力

を改めて認識をさせていただいたりしたところでもございますし、その支え合いの心で

あったり、助け合いの心、そういったものがこうした共同作業、共同での雪かき作業、

特に集落内には、町の除雪車がなかなか入りきれないということでもございまして、集

落の中での共同での除雪作業、支え合いのあるいは助け合いの取り組み、非常に心強く

思っていますし、そのことを改めて皆さま方に感謝を述べさせていただきたいと思いま

す。本当にありがとうございました。と同時に、この豪雪につきましては、改めて行政

がこうした総括的な緊急事態に対応する、このことに限界があるなあということ、そし

て、また十分に応えきれないなということも認識をいたしたところでもございます。特

に今後の取り組みの中で、現場からの早い、確かな情報の伝達、あるいは情報の確認、

そういったものが本当に求められるということを感じ、重要性を痛感をいたしておりま

す。そのためにも集落内あるいは自治会内で取り組まれておりますところの村づくり、

支え合い、そういったことの取り組みの強化、育成、特に防災あるいは今進めておりま

すところの村の健康診断、そういった事のテーマについて、もっと踏み込んでいく、踏

み込んで取り組みを進めていくということを集落の皆さま方にも更に認識をしていただ

きたいなと思っておるところであります。 

村づくりや、防災体制についての話し合いを更に重ね、あるいは進めていただきたい

ということをまたお願いを申し上げたいなと思っております。 

このたびの豪雪によりまして農林水産業、あるいは観光商工業など地域の経済に大き

な大きな被害が出ております。これに対しましては、先般も知事とまた同席をさせてい

ただいて、国のほうへ激甚災害の要望もいたしてまいりました。しかしなかなかこの指

定ということが、厳しい、難しいなという状況でもございます。県といたしましても、

昨日、特に農林水産の関係のほうでも、復旧、災害復旧ということについての助成の説

明会もされたりしておりまして、災害の復旧等についての取り組み、施策が講じられて

いるところでもございます。私ども大山町におきましても、今回の豪雪に対する被害に

ついて、さらに支援を進めてまいりたいと考えております。 

被害状況の把握に被災の当初から努めておりますし、助成の措置につきましても、こ

のたびのこの本議会におきまして、提案をさせていただいたところでもございます。ど

うぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

さらにこれからも新しく、被害や、等が判明する状況もあると思っておりますので、
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このたびの議会ということに限らず、これからの臨時議会の中でも被害に対する支援、

助成の補正予算等も計上させていただきたいというぐあいに思っておりますので、どう

ぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

このたびの豪雪につきまして、少し時間をいただき、話をさせていただきました。し

っかりとまだまだ冬が始まったばかりでありますので、これからの長い冬の中で、取り

組みをしっかりと行政もしてまいります。よろしくお願い申し上げたいと思います。 

それではご上程をいただきました議案第１号 大山町職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例の一部を改正する条例につきまして提案理由の説明を述べさせていただ

きます。 

職員の給与につきましては、人事院勧告に準じ、平成１８年４月に給与構造の抜本的

な改革を行っております。 

この給与構造の改革の基本的な考え方は４点ありまして、一点目は地域ごとの民間賃

金水準の格差を踏まえ、全体の給料水準の引き下げをおこない、民間賃金水準が高い地

域では地域間の調整を図るための手当を支給すること。そして二つ目が、職員の士気を

保ちつつ、能率的な人事管理を進めるため、年功的な給与上昇を抑制をし、職務・職責

に応じた給料構造の転換をおこなうこと。そして三点目は、勤務実績をより適格に反映

し得るような昇給制度、勤勉手当制度の整備。そして、四点目が在職期間の長期化に対

応した人事管理の導入でございます。 

これらの基本的な考え方をもとに、具体的な改革事項として、給料表の水準について、

中高年層では７％引き下げることにより平均４．８％の引き下げを図ることになったと

ころでありました。 

本町におきましても、人事院勧告に従い給料水準を平均４．８％引き下げるとともに、

職務・職責に応じた級に格づけするため給料表及び級別職務分類表を改正し、また、現

在、人事考課を導入しつつあるところであります。 

 この制度の導入に当たっては、大幅な給料額の減額を避けるため、経過措置とし平成

１８年３月の給料額と新給料額の差額を現給保障として支給をいたしていたところであ

ります。 

 この現給保障の廃止につきまして、職員組合に申し入れをしておりましたが、このた

び合意が整いましたので、条例を改正するものございです。 

 現給保障の廃止に伴い、現在管理職の職員について、給料のカットを実施いたしてお

ります大山町職員の給与の特例に関する条例を廃止することといたしております。 

なお、条例の施行の時期は平成２３年４月１日といたしております。 

また参考までにですけれども、現在の管理職の３％の給料カット、これが月で約３０

万円程度の減額であります。この現給保障額の廃止ということになりますと、月で約８

５万円程度の減額ということになります。以上で議案第１号の提案理由の説明を終わり
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ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（野口俊明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議員（７番 近藤大介君） 議長、７番。 

○議長（野口俊明君） ７番、近藤大介君。 

○議員（７番 近藤大介君） 若干質問させていただきます。今の説明でまあ元々その

中高年の職員の方に関しては、１８年の賃金改正で本来下がるところを現給保障をして

いた部分をこのたび無くすということで管理職にあたっては、その削減額が管理職全体

で８５万円になると、ん…。 

○議長（野口俊明君） 質疑は…。 

○議員（７番 近藤大介君） ああ、すみません。まあ、というふうに理解したんです

けれども、そもそもその合併後ですね、町の財源不足を補うという意味も含めて、給与

の全職員の３％カットも行われていました。で、昨年の、一昨年ですね、一昨年の４月

以降、３％カットがなくなって管理職の方だけ、３％カットが継続してあったわけです

けれども、今回の給与改正に伴ってですね、その管理職の方も給与カット３％も止める

と、３％上がるというような格好になると思うんですけれども、今後人件費の抑制とい

う部分については、どういうふうに考えておられるのか。その辺についての説明を少し

お願いします。 

○議長（野口俊明君） 森田町長。 

○町長 (森田増範君) 経過の詳細につきまして、担当課長のほうから述べさせていた

だきたいと思います。 

○総務課長 (押村彰文君) 議長、総務課長。  

○議長（野口俊明君） 押村総務課長。 

○総務課長 (押村彰文君) 今後の人件費の抑制はというご質問でございます。先ほど

町長の説明の中にもありましたけども、現在管理職に行っております３％カットしたこ

とによる減額は３０万円でございます。これをこのたびの制度改正によりまして、現給

保障を廃止することによって、新たな減額措置が８５万円生まれてくると。現給保障を

廃止することによって、８５万円の減額になるということで、この人事院制度をきちっ

と、人事院制度に準じて、きちっと施行していくことによって、人件費の抑制を図れる

ものだというふうに考えておるところでございます。以上です。 

○議員（７番 近藤大介君） 議長。 

○議長（野口俊明君） 近藤大介君。 

○議員（７番 近藤大介君） ということは、現行のまあ、今後その民間の賃金格差に

変動がないと仮定した場合に、今の賃金水準で、適正であり、尚且つ町の財政を考える

上でもその減額する必要はない、減額を検討する余地はないというふうな受け止め方で

いいんでしょうか。 
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○総務課参事（酒嶋 宏君） 総務課参事。 

○議長（野口俊明君） 酒嶋総務課参事。 

○総務課参事（酒嶋 宏君） 総務課の酒嶋です。えーとですね、平成１８年の給与改

定の基準になっておりますのは、全国のですね、全国の地域のですね、給料水準を国の

ほうが調査しまして、先ほど４．８％の減額といっておりますが、これは当時、調べた

当時ですね、東北・北海道地区が一番低くてそれを基準に４．８％下げております。で、

当時、中・四国地区はだいたい２．４％、平均よりも低いということで、その一番低い

ところに合わせて給与水準が設定してあるということになっております。 

で、国のほうはですね、あっ、国のほうじゃなくてそれの基準をベースに都市部につ

きましては、地域手当ということでその地域ごとに見合った給料水準、手当を上乗せて

いくという考え方でやっておりますので、現在の人事院の考え方としては、この給料水

準にあったものが、民間の給料水準にかなり適合しているというふうに考えております

ので、本町としましても、そのような考え方で、この給料表で、にしたがって進めてい

きたいというふうに考えております。 

○議員（７番 近藤大介君） 議長。 

○議長（野口俊明君） 近藤大介君。 

○議員（７番 近藤大介君） 人件費の管理ということについては、その行財政改革の

根本の１つではないかというふうに思うんですけれども、そういう意味では、詳細につ

いては、まあ参事さんに説明していただくのもやぶさかではないんですけれども、まず

もって町長の基本的なそのお考えというのも、を是非その語っていただきたいというふ

うに思うわけでして、わたしが問題にしておるのは、当然その統計上の、統計上でみた

地域内でのその行政と民間の格差ということも、あるいは水準ということもあろうかと

思うんですけれど、鳥取県西部であったり、大山町でのその給料水準の格差はいったい

どうなのかと、どういうふうに町民から公務員の、役場職員の給料は見られておるんだ

ろうかと。また一方では、その行財政改革ということでとらえた上で、その人件費の抑

制というものにどう取り組むかということの、しても当然必要であろうかというふうに

思うわけです。まあその中で今の総務課参事の説明では、その統計なりなんなりから見

た上で、大山町の給料水準は妥当であるということであれば、もうそれ以上、そのまあ

せいぜい時間外の抑制することぐらいしか、人件費を見直す余地はないようなことにな

るわけですけれど、それが町長のお考えだというふうに理解していいのかどうなのか。

この点もう少し、あっ、もう少しというか、最後に答弁願います。 

○町長 (森田増範君) 議長。 

○議長（野口俊明君） 森田町長。 

○町長 (森田増範君) 近藤議員の質問にお答えさせていただきたいと思います。先ほ

ど話が出ておりますように、行財政改革のほうからの答申もいただいております。特に
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人件費ということになりますれば、給与の額ということもございますけども、人員、定

数の、職員定数の問題も言及していただいたりしておるところでありまして、まあ今の

職員の数を段階的に減じていくという提案もいただいておりますし、その取り組みもし

ていかなければならないというぐあいに考えております。 

 それからこの給与ということについてですけれども、先ほどらいからも話をさせてい

ただいておりますように、現給保障というものがございましたので、まずこれを組合の

ほうと交渉させていただき、このたび廃止をするということの合意をいただいたという

ところであります。まあ現状の状況の中で、そのことでご理解をいただいているところ

でありますので、この水準ということが、まず第一というぐあいに考えております。た

だまあこれから先どのような状況になってくるのかということもございますので、その

点についてはこれからの状況の中で判断をしていかなければならないというぐあいに考

えおりますが、今の現状のこの現給保障ということでの現段階の大山町の水準というこ

とで自分は理解しているというところであります。 

○議長（野口俊明君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（野口俊明君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（野口俊明君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから議案第１号を採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

〔 賛成者起立 〕 

○議長（野口俊明君） 起立多数です。したがって、議案第１号は、原案のとおり可決

されました。  

────────────────・───・───────────────── 

日程第４ 議案２号  

○議長（野口俊明君） 日程第４、議案第２号 平成２２年度大山町一般会計補正予算

（第６号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。町長 森田増範君。 

○町長（森田増範君） はい、議長。 

○議長（野口俊明君） 森田町長。 

○町長（森田増範君） 上程いただきました議案第２号 平成２２年度大山町一般会計

補正予算（第６号）につきまして提案理由の説明をいたします。 

 本案は、歳入におきましては、普通交付税の追加配分、歳出におきましては、国の補

正予算に伴います地域活性化交付金事業といたしまして「きめ細かな交付金事業」、「住

民生活に光をそそぐ交付金事業」の配分が決定いたしたことにより、町内公共施設の修
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繕や町道などの維持修繕及び改良工事などに取り組む方針を決定いたしたこと、また昨

年大晦日から元旦にかけて発生をいたしました、豪雪災害に係る費用などの補正を提案

し、本議会の議決を求めるものでございます。 

補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４億６，６９８万円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１１７億９，７３７万７，０００円とするもの

でございます。 

 第１表の歳入からご説明申し上げます。 

 第３５款地方交付税１億３，４９６万１，０００円の増額は、普通交付税の追加配分

でございます。第５５款国庫支出金は、２億４，０９５万６，０００円の追加で、総務

費国庫補助金において、地域活性化交付金の「きめ細かな交付金」２億１，０８８万９，

０００円、「住民生活に光をそそぐ交付金」３，００６万７，０００円を新規計上いた

しております。第６０款県支出金は、４，２８８万８，０００円の追加で、農林水産業

費県補助金におきまして、豪雪災害に対する県の復旧支援事業費として、雪害園芸施設

等復旧対策事業費補助金４，２８１万３，０００円、雪害漁船等復旧対策事業補助金７

万５，０００円を新規計上いたしております。 

 第８０款繰越金は、４，８１０万円を追加いたしております。第８５款諸収入は、７

万５，０００円の追加で、総務費雑入において総合賠償保険金７万５，０００円を追加

いたしております。 

 次に歳出につきましてご説明を申し上げます。 

  歳出では、初めに「きめ細かな交付金」で取り組む事業につきましてご説明を申し上

げます。「きめ細かな交付金」事業は、国が策定をいたしました円高・デフレ対応のた

めの緊急総合経済対策の趣旨に沿った、地域の活性化事業が対象となるものでございま

す。第１０款総務費では、仁王堂公園遊具撤去及び新設工事費、また大山支所駐車場の

整備工事費など、公共施設整備事業費９，２００万円、投票所環境整備事業費１５０万

円、第１５款民生費では、社会福祉施設や人権交流センター、各地区の隣保館、児童館、

保育所の修繕料経費などでありまして、福祉施設整備事業費１，３００万円、人権交流

センター等修繕事業費３５０万円、保育所環境整備事業費５００万円、第２０款衛生費

では、診療所特別会計におきまして「きめ細かな交付金」事業、これを活用するための

繰出金として３，４００万円、第３０款農林水産業費では、農道側溝・路肩等整備事業

費１，１００万円、農産物処理加工施設改修事業費３７０万円、第３５款商工費では、

観光案内看板等整備事業費１，０００万円、観光交流センター改修事業費８００万円、

第４０款土木費では、道路修繕事業費２，７５０万円、道路改良事業２，２００万円、

町営住宅修繕事業費５２０万円であります。また第４５款消防費では、防火水槽の設置

費として、防災対策事業費６００万円、第５０款教育費では、小中学校、各地区の公民

館、名和学校給食センターの修繕経費などでありまして、小学校環境整備事業費８４０
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万円、中学校環境整備事業費１，６６０万円、公民館修繕事業１，３００万円、体育施

設等修繕事業費６３０万円、学校給食センター改修事業費１，１３０万円を新規の計上

いたしておるところであります。 

  次に、「住民生活に光をそそぐ交付金」で取り組みます事業につきましてご説明を申

し上げます。 

この事業は、これまで住民生活にとって大事な分野でありながら、光が十分に当てら

れてこなかった、地方消費者行政、あるいはＤＶ対策・自殺予防等の弱者対策、図書館

の経費などが対象となるものでございます。第１５款民生費では、地域の日常的な支え

あい活動の体制作りを進めるための事業費として、小地域保健福祉活動支援事業費２２

１万５，０００円、保育所図書購入費１００万円、第５０款教育費では、小中学校、図

書館の改修経費など、小学校図書館環境整備事業費９２２万６，０００円、中学校図書

館環境整備事業費４２７万４，０００円、町立図書館環境整備事業費２，５００万円を

新規計上いたしております。 

また豪雪災害に関する経費でございますが、第３０款農林水産業費で、雪害園芸施設

等復旧対策事業補助金８，５６２万６，０００円、雪害漁船等復旧対策事業補助金１５

万円、第４５款消防費で、備蓄品の補充費用など、雪害対策事業費２，１６９万６，０

００円を新規計上いたしているところでございます。 

またそのほかのものといたしまして、第４０款土木費で、除雪に対する経費１，３０

０万円なども追加をいたしております。 

次に「第２表繰越明許費補正」でありますが、このたびの地域活性化交付金の「きめ

細かな交付金」、そして「住民生活に光をそそぐ交付金」を受けての事業を翌年度に繰

越し、平成２３年度予算と合わせて執行していくことといたしているところでございま

す。以上で議案第２号の提案理由の説明を終わります。以上、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（野口俊明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議員（１番 竹口大紀君） 議長、１番。 

○議長（野口俊明君） １番、竹口大紀君。 

○議員（１番 竹口大紀君） 午前中の全員協議会でも説明がありましたが、歳出８ペ

ージの３０款農林水産業費の中の雪害園芸施設等復旧対策事業、これについて今一度、

どういう事業なのか、詳細をご説明ください。 

○議長（野口俊明君） 森田町長。 

○町長（森田増範君） 補正予算の詳細につきまして、担当課長のほうからこれより直

接述べさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

○農林水産課長（山下一郎君） 議長、農林水産課長。 

○議長（野口俊明君） 山下農林水産課長。 
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○農林水産課長（山下一郎君） このたびの予算の内訳でございます。ハウスの被害に

対しまして、県と町とで事業費の３分の１ずつというところでの補助金をしておりまし

て、その金額が７，８８６万６，０００円、それから梨棚の復旧、撤去費等、梨の関係

に関わります予算が６５０万円、それと家畜の避難、あるいは避難のための輸送費等に

つきまして２６万円という内訳でございまして、で、今回の予算の中には、牛舎等の復

旧費用はまだ含まっておりません。以上でございます。 

○議員（１番 竹口大紀君） 議長。 

○議長（野口俊明君） 竹口大紀君。 

○議員（１番 竹口大紀君） 今回の事業の中には、その牛舎等の復旧等はまだ入って

いないということですが、まあハウスの全壊、半壊などで７，８００万程度を見込んで

いるということですが、例えばその個人的にですね、損害保険でありますとか、共済関

係、保険金がそこに補填されるような事案も中にはあるかと思いますが、そういった時

にはどのような対応を取られるんでしょうか。 

○農林水産課長（山下一郎君） 議長、農林水産課長。 

○議長（野口俊明君） 山下農林水産課長。 

○農林水産課長（山下一郎君） このたびの被害の補助につきましては、復旧費からそ

の共済金、まあ伯耆農業共済の関係でございますけども、その共済金を差し引いた額の

３分の１が県、３分の１が町ということで対応してまいります。ただ共済に入っておら

れない方につきましては、今の現行の制度の中では、共済金相当額ということで、復旧

事業費の中から４割を差し引いた額の残った部分について３分の１ずつ県と町とで補助

をするという制度になっています。以上です。 

○議員（１番 竹口大紀君） 了解しました。 

○議員（４番 杉谷洋一君） 議長、４番。 

○議長（野口俊明君） ４番、杉谷洋一君。 

○議員（４番 杉谷洋一君） えーとですね、歳出のほうの総務費の第１０款第５項の

ところで、先ほど町長のほうからですね、仁王堂公園の遊具の撤去工事、新設というよ

うなお話がありましたけど、これはあそこの遊具を全面的にですね、撤去されて改修さ

れるのか、まずそのへんをお聞きしたいと思います。 

○大山総合窓口課長（岡田 栄君） 議長、大山総合窓口課長。 

○議長（野口俊明君） 岡田大山総合窓口課長。 

○大山総合窓口課長（岡田 栄君） 杉谷議員の質問にお答えいたします。ただいま仁

王堂公園のあの遊具は、複合遊具と言いまして、１個１個、何ていうんですか、独立し

たものではございません。１つの遊具はいろんな、アスレチックですとか、全部つなが

っている遊具でありまして、どれかを壊して後は残すというようなことはできません。

ですから、今私どもの考えとしては、あれを全部撤去いたしまして、新しい遊具を設置
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すというふうに考えております。 

○議員（４番 杉谷洋一君） はい、議長。 

○議長（野口俊明君） 杉谷洋一君。 

○議員（４番 杉谷洋一君） えーとですね、あの仁王堂公園の遊具というのはですね、

この頃、春の遠足の学校・保育所の定番でして、特に大山町の子どもたちも利用します

し、米子のあたりからもね、たくさんの子どもが来ます。また、土日となれば、親子、

あるいはおじいさん、おばあさんと一緒になって来てですね、大変な賑わいのあるとこ

ろです。まあそういう中で、木製の遊具ということでですね、まあ木ということで、非

常に柔らかみのある、非常にいい遊具だなと、わたし自身思っております。で、今後こ

れをですね、まあ新しくするとおっしゃったわけなんですけど、こういう木製のですね、

遊具に今後されるのか、それともまあこの頃いろいろそういう遊具の会社が出していま

す金属製とか、どういう遊具を想定されておりますでしょうか。 

○大山支所総合窓口課長（岡田 栄君） 議長、大山支所総合窓口課長。 

○議長（野口俊明君） 岡田大山支所総合窓口課長。 

○大山支所総合窓口課長（岡田 栄君） お答えいたします。まず、第一番に安全面を

重視するということ、それからですね、周囲の景観を十分考慮したいと思っております

ので、今の予定といたしましては、木製というふうな方向で考えております。 

○議員（４番 杉谷洋一君） はい、了解しました。 

○議員（３番 大森正治君） 議長、３番。 

○議長（野口俊明君） ３番、大森正治君。 

○議員（３番 大森正治君） ２点質問したいと思いますが、１点目は、先ほどもあり

ました雪害対策についてです。８ページの部分ですね。先ほど農林水産課長から説明が

あったとおりのようですけども、わたしがちょっと手に入れました県のほうからの対策

事業によりますと、野菜、他にもね、補助があって対策事業があって、野菜わけあり商

品販売促進対策事業の中に、例えばこれ白葱とか、ブロッコリー等が品目としてありま

すけども、これに対する補助も補助率が２分の１以内で県費が５０万ほどあるんですけ

ども、これら大山町でもブロッコリー、白ねぎの被害が相当出ているわけですけども、

これからさらに拡大するということも可能、十分考えられるんですが、これについての

今回の補助というのが無いようなんですけども、これについてはどう今後対応されるの

か、お聞きしたいですし、それから２点目としまして、同じページの農業施設運営費の

中の物品購入費として、農産物処理加工施設の中の改修事業として３２０万円あるわけ

ですけども、工事費が５０万円、これについてもう少し詳細を説明してください。  

○農林水産課長（山下一郎君） 議長、農林水産課長。 

○議長（野口俊明君） 山下農林水産課長。 

○農林水産課長（山下一郎君） まずはじめのわけありの商品の関係でございますけど
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も、これにつきましては、わけあり商品をどんどん売っていくというＰＲ、あるいはそ

れに伴う旅費等につきまして、農協が自主主催の事業でやられる場合に、県が２分の１ 

補助をするというものでございまして、そういったものだけの補助ということになって

おりますので、町のほうとしては、これについては、補助は考えておりません。 

 それから農産物の加工所のほうの工事でございますけども、検査関係の細菌等の検査、

簡易検査をあそこで実施をしておりますけども、今は事務所の中でしておりまして、そ

ういったところでは検査がやりにくいという面がございまして、今回通路部分に一部部

屋を作って、その検査室を独立させたいという思いで工事費をあげております。以上で

す。あっ、備品につきましては、ハンバーグとかコロッケ、そういったものの成形器の

購入とそれから合わせまして、梱包する機械の２つを購入するようにしております。以

上です。 

○議員（３番 大森正治君） はい、了解。 

○議長（野口俊明君） 森田町長。 

○町長（森田増範君） 大森議員の質問の中で、わけありの関係について少しだけ話を

させていただきたいと思います。 

 既に報道のほうでもなされていると思いますけども、来週２４日月曜日ですけれども、

特にこの西部の管内でありますところの特産品であります白ねぎ、ブロッコリー、これ

の雪害に対するＰＲ、あるいは販売対策ということで、大阪のほうで、市場の事業者の

方のほうで会議をもってこういった知事も、それからわたしも同席をさせていただいて、

あるいは農協のほうからのそれぞれの部会の方々、ＪＡの役員さんも一堂に会して、こ

ういった取り組みを進めたりしております。こういった予算に、たぶんここに充当され

るものではないのかなと思っとります。それから補足ですけれども、大山のＰＲという 

こともございます。これも知事も先頭になって、旅館の関係の風評キャンペーンという

ことも「鳥取県元気ですよ」という取り組みをもって、大阪の駅のほうでのキャンペー

ンをされます。わたしも「大山元気ですよ」ということでこのキャンペーンにも出席し

てまいりたいというぐあいに今考えておるところであります。以上です。 

○議員（１６番 鹿島 功君） 議長、１６番。 

○議長（野口俊明君） １６番、鹿島 功君。 

○議員（１６番 鹿島 功君） ただいま農林課長のほうから答弁があって共済のこと

がちょっと若干あったようですけれども、さっという説明の中でですね、ちょっとわた

しの勘違いかあるいはちょっとよく理解できなかったんですけれども、先般県政要望が

あってですね、いわゆる県のほうとしては、共済金を抜いてその中から額を、残った額

で調整していくんだというようなことで、いわゆる共済が入って、共済金を支払って、

まあ今回のハウス等があった場合に助成が来るという方と、入らなくて来るという形に

なると不公平があるんじゃないかと、いわゆるせっかく共済金払ったのに、その人がそ
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れを抜いてしまって、残りの額しか入らないやと、それから払わなくてもいい人、あっ、

払ってない人がどかんともらえるというのは、非常にちょっと不公平があるんじゃない

かというような話があったわけですけど、まあ現在的には、そういうことが行われる、

今後はそれをちょっと検討するという話の二本立てがあったように聞いておるんですけ

ども、この今答弁があった話が、スーっと言われたもんですけ、それはどういう、現在

ある結局、共済金をさっぴいて、残りを補助していくんだというような答弁で理解して

いいんですか。 

 それから逆に言やあ、今後とは、国あるいは県にいろいろとそういうことを要望して

いくんだというような、ちょっと２点について再度お聞きしたい。 

○農林水産課長（山下一郎君） 議長、農林水産課長。 

○議長（野口俊明君） 山下農林水産課長。 

○農林水産課長（山下一郎君） あの、ただいまの件でございますけども、現時点では、

県の制度といたしましては、共済金が出る方については、復旧費から共済金を差し引い

た額が補助対象基本額になります。それの率を掛けたもので補助をしていくという制度

でございます。ただまあ町といたしましても、共済金が、共済に入っていない方につい

ては、復旧費の４割を差し引いたところ、残った６割についての率を掛けたものが、補

助金ということで、共済金に入っていない方と、入っている方の復旧費に対する自己負

担の割合というものが、非常に大きくなる、差が開くということがございまして、共済

金については、今の実態といたしましては、ハウスの共済金については、特に微々たる

ものでございまして、全体復旧費の１割５分から２割もならないような共済金しか出な

いにも関わらず、共済に入っていない方については、一律４割という今制度ですので、

そういったところで、入っていない方について、まああまりにも負担割合が大きいとい

う状況にありますので、そのへんにつきましては、県のほうにそういったところについ

ての見直しはしていただけないかという話は今進めておりますけども、それについてま

だはっきりとしたことは出ておりません。ただ、現時点で今県のほうが発表しておりま

す制度としては、４割を差し引くということになっております。以上です。 

○議員（１６番 鹿島 功君） 了解。 

○議長（野口俊明君） 森田町長。 

○町長（森田増範君） その件につきましてわたしも非常に共済に入っておられない方

に対しての負担が多いなということを感じておりまして、実はこの件についても、西部

総合事務所のほう農林局のほうにも、実際に農家の皆さん方の現状はこうなんですよと

いうことを踏まえて要望させていただいたり、それから昨日も実は、県のほうにも、西

部町村会長と同席をさせていただいて、特に大山町は被害も大きいということもありま

すので、同席をさせていただいて、県知事のほうに直接、こういう必要がありますとい

うことでの地元の声としてつながさせていただいたりして、検討是非ともお願いしたい
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なということはさせていただきました。ただまあ、それが通るかどうかということにつ

いては、今一生懸命訴えさせていただいているところでありまして、県のほうで検討さ

れているのではないかなと思っております。結論については、まだ伺っておりません。

現状はそういうところであります。 

○議員（７番 近藤大介君） 議長、７番。  

○議長（野口俊明君） ７番、近藤大介。 

○議員（７番 近藤大介君） ２点お尋ねをいたします。まず、最初に、議案でいくと

８ページの、今も話題になっています雪害に対しての支援でございますけれど、本当に

大変大きな被害が出ておるところでして、で、まあ町のほうからいただいた資料でいけ

ば、特にブロッコリーなどについては、今現在の集計で約１億５，０００万の被害が出

ていると。で、今後の天候によっては、この被害額はまだまだ拡大するかもしれないと

いう、そういう状況があるわけです。で、ビニールハウス等施設に対しての支援は、今

も議論があったとおりあるわけですけれども、その聞くところによるとその、例えばブ

ロッコリー農家では、たくさん作っておられるところでは、２００万、３００万ぐらい

の減収になるんじゃないかという話も聞いております。で、そういった被害に対しての

支援という部分では、今の町からの提案では、借入金をした場合にその借入金不足の２

分の１を上限１５万円の範囲でまあ利息の補助を行うよという部分しかないわけですけ

れども、まああてにしておった２００万、３００万がなくなるということは、本当に大

変なことだと思います。 

 例えば、社協、社会福祉協議会などとも連携をしながら、義援金等を確保してですね、

そういった規模の大きいところでのその作物被害については、被害額のせめて１割ぐら

いを見舞金として出せるような支援はできないものか。そういった部分については、検

討がされたのか、今後されるお考えはあるのかないのか、ということについてお伺いし

たいのがまず１点目でございます。 

 それから次２点目ですけれども、予算書でいくと７ページ目でございまして、民生費

にかかる部分です。国からの交付金で、地域活性化の関係の交付金の中で、住民生活に

光をそそぐ交付金事業ということで、今回補正の予算も組んであります。町長の説明で

はこれまで大事な分野でありながらなかなか光が当たってこなかった、主に福祉関係の

ところに関して使ってごせということで、国からおりてくる交付金でありまして、この

説明わたし最初に受けたときには、真っ先にどういった部分が大山町の中で光が当たっ

てこなかったかなと思ったときに、ぱっと頭に浮かんだのは、光徳子ども学園のことが

頭に浮かびました。それぞれいろんな事情で、親御さんの下では生活ができない子ども

を預かる施設でございますけれども、そういったところに何らかの予算的な支援ができ

んもんでしょうかということの提案をさせてもらったんですけれど、まあ今回の予算の

中では、そういった部分がまあ反映されていないわけです。どういった検討がされたの
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かどうかということについてお尋ねいただきたい。以上２点、答弁お願います。 

○議長（野口俊明君） 森田町長。 

○町長（森田増範君） 近藤議員の最初のブロッコリーの関係のほうについてわたしの

ほうから答えさせていただいて、もう一点については担当課のほうから述べさせていた

だきたいと思います。 

 まず、義援金ということと同時に被害を受けておられるところの生産農家へのバック

アップ、補填という話でございますけれど、義援金につきましては、ご案内のように、

今、県のほうが窓口を設けてやっておられるという現状がございます。まあ大山町とし

て取り組むかどうかということについては、少し時間をいただいて検討させていただき

たい、まあダブることがいいのかどうかということもございますので、検討させていた

だきたいと思いますが、補填ということについては、今現在のところでは、出荷をまず

していただくということ、それからまあ雪の中で本当に大山町の場合、海岸線から中山

間のへんまでありますので、特に広域農道から上辺り、あるいは下もそうですけども、

そのへんの雪の積雪がいつこう融けてブロッコリーがこう顔を出してくるのかなという

ことが大きなポイントになろうかなと思っておりますけれど、雪害の中での取り組みは、

部会を中心にしていろいろと検討していただいているところでありますので、その状況

を、現状を見守らせていただきたいなと思っているところであります。少しでも雪が出

て、雪が融けてブロッコリーが出荷ができるということになりますれば、ＪＡのほうの

部会でも、とにかくお客さんのある相手、本当に待っておられる状況でありますので、

規格品を少し小さくしてでも、そのニーズに応えられるように販売対策をとっていこう

と、品質が若干こういろいろばらつきがあってでも、それなりの対応をしながら取り組

んでいこうということで協議を進めておられるところでありますので、そういった状況

をまず見守らせていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願い申し上げたい

と思います。 

○福祉介護課長（戸野隆弘君） 議長、福祉介護課長。 

○議長（野口俊明君） 戸野福祉介護課長。 

○福祉介護課長（戸野隆弘君） 近藤議員さんのご質問にお答えいたします。議員さん

のほうから光を注ぐ交付金について、光徳子ども学園への支援の内容のものが創設でき

ないかというご提案だったいうことでお聞きしまして、当方で検討させていただいた経

過がございます。検討の経過を今求められましたので、ここで説明をさせていただきま

す。まず光徳子ども学園の、というこの施設の趣旨でありますけども、保護者のない児

童、虐待されている児童、その他環境上の擁護を要する児童を入所させてこれを擁護し、

あるいは退所した方に対する相談、自立のための支援を行う施設でございます。 

 この施設への入所措置は、都道府県知事でありますので、県が措置決定をするという

ものであります。さて、この施設の運営なり、設備に掛かる経費でございますけども、
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まず運営に掛かる経費につきましては、措置者であります県が対象者の生活費及び施設

の事務費を支払うということになっておりますけれども、この運営費についての市町村

負担はございません。 

 次に、施設の整備に関する経費でございますけども、整備にあたりましては、国なり

あるいは県の補助金の制度がございます。その他の補助制度もございますけども、いず

れも市町村の負担があるものではございません。光徳子ども学園は、大山町の町内にご

ざいますけども、広域的な施設でございまして、先ほど述べましたとおり、特に大山町

がこの施設に経費をするという公理的な理由がございません。 

 したがいまして、少なくても交付金事業として、町が主体となって行う事業が考えら

れなかったということでございます。 

○議員（７番 近藤大介君） 議長、７番。  

○議長（野口俊明君） ７番、近藤大介。 

○議員（７番  近藤大介君）  光徳子ども学園がですね、まあ大山町にあるけれども、

まあ児童福祉法に基づいて作られた施設で、広域の施設だという話、まあもちろんその

とおりだと思うんですけれども、何かしらわたしその話をうかがっておって、自分の中

で違和感があるというかね、あるんですけれども、というのがですね、児童福祉法によ

って、措置されて施設で面倒見られるわけですけども、当然基本的には、必要最低限の

予算しかなかなか掛けられませんし、そういった中で子どもの聖域にとってですね、本

当に十分な環境が得られているかというと、わたしは必ずしもそうではないんじゃない

かというふうに思うんです。で、おっしゃるように、その広域の施設であって、恐らく

その施設を出られた後、ほとんどの子どもたちは、たぶん大山町外に行くんだろうなと、

県外にも行くんだろうなというふうに思うわけですけれど、ただ忘れてはいけないのは、

全部の子どもではありませんけど、この施設に入ってる子どもたちの多くは、１８歳ま

でこの大山町にいると。大山町で育つ子どもたちなんです。というふうに思うわけでし

て、で、これが国の交付金の性格上、制度上ですね、国・県にそのまあ照会した結果、

そういう目的にの使途は認められませんよということであれば、これは止むを得ん話で

すけれども、まあそういった照会をかけて、国・県に対して照会をかけた結果なのかど

うか、ということの確認が一つと、先ほど言ったように、大山町で育つ子どもたちであ

るわけです。ふだんなかなか行き届いた、なんちゅうですかね、教育だったり家庭環境

も得られない恵まれていない子どもたちですから、こういったときに何かしらの手当て

があってもいいんじゃないかなというふうについての見解と２点、すみません、お願い

します。 

○福祉介護課長（戸野隆弘君） 議長、福祉介護課長。 

○議長（野口俊明君） 戸野福祉介護課長。 

○福祉介護課長（戸野隆弘君） お答えをいたします。まず、国・県に照会をしたかと



 19 

いうことでございますけども、照会はしておりません。先ほど申し述べましたような検

討の中で、町が交付金事業を使って行う事業としては、まあ考えられないものだという

判断をいたしましたので。あの若干でも可能性を感じましたらもちろん照会はいたしま

すけども可能性がないというふうに判断をいたしましたので、照会はいたしておりませ

ん。 

次に、大山町で育つ子どもたちに町として何らかのものがあってもよいのではないか

というご見解はもちろんおっしゃるとおりかと思いますけども、今回の場合、この交付

金事業での検討の中では不可能であるというふうに結論したしだいでございますので、

よろしくお願いいたします。 

○議員（７番 近藤大介君） はい、了解です。 

○議員（１０番 岩井美保子君） 議長、１０番。 

○議長（野口俊明君） １０番、岩井美保子君。 

○議員（１０番 岩井美保子君） 同じく８ページでございますが、農業施設運営費と

いうところで、工事請負費としてですね、５０万上がっております。これは明細を見ま

すと施設において食品衛生検査のための専用スペースということでございますが、あれ

だけきちんとしております加工所にですね、５０万でどのようなスペースを作られるか

ということをお伺いしたいと思います。 

それからその同じくその下の部分で３２０万あがっております。備品購入で、これは

真空パックの機械でございます。これは日持ちさせるためにだいたいわたしたちは、加

工品を真空パックしておりますが、あそこの加工所で作られたものは、即売るのじゃな

くって、日持ちさせるためにされるのか、それとも今まで作ったものがストックしてあ

るというような話を聞いております。どんどん売るんじゃなくて、ストックするために

使われる真空パックなのでしょうか、お伺いいたします。 

○農林水産課長（山下一郎君） 議長、農林水産課長。 

○議長（野口俊明君） 山下農林水産課長。 

○農林水産課長（山下一郎君） 一点目でございますけども、今までは事務所の中で検

査をしておりましたけども、そこの事務所の中ということで、衛生的といいますか、検

査に支障もきたすではないかということで、事務所と作業所の間の通路がございます。

その通路の一部を仕切るという形でドア等を付けて、仕切った形での部屋を独立した部

屋を作るということでまあ５０万程度でできるではないかということを思っております。 

 また真空パックにつきましては、今現在ある機械が、真空パックするのに、大変時間

が、１つするのに３０秒ぐらいですか、掛かるということで非常に効率が悪いという中

でちょっと大きめなものの真空パックでもって効率的に作業が進むような形のものを導

入したいということでございます。 

○議員（１０番 岩井美保子君） 了解しました。 
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○議長（野口俊明君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（野口俊明君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（野口俊明君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第２号を採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

〔 賛成者起立 〕 

○議長（野口俊明君） 起立多数です。したがって、議案第２号は、原案のとおり可決

されました。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第５ 議案３号  

○議長（野口俊明君） 日程第５、議案第３号 平成２２年度大山町国民健康保険診療

所特別会計補正予算（第４号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。町長 森

田増範君。 

○町長（森田増範君） はい、議長。 

○議長（野口俊明君） 森田町長。 

○町長（森田増範君） 上程いただきました議案第３号 平成２２年度大山町国民健康

保険診療所特別会計補正予算（第４号）につきまして提案理由の説明をいたします。 

 本案は、平成２２年度の国の補正予算が成立したことを受け、「地域活性化交付金事

業」いわゆるきめ細かな交付金でございますが、これの本町での取り組みを早急に実施

するため、提案するものでございます。 

この補正予算（第４号）は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３，４

００万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億９，６７７万２，０００円とす

るものでございます。 

第１表の歳入からご説明申し上げます。第３０款繰入金３，４００万円の増額であり

ます。これは地域活性化交付金を全額充当いたします。 

次に歳出につきましてご説明申し上げます。第５款総務費３，４００万円の増額であ

りますが、その主な内容は、名和診療所感染症外来整備に係る工事請負費１，６８０万

円、名和診療所のデジタルＸ線撮影装置、画像転送装置や大山口診療所の全自動血球計

数器などの備品購入費１，５９０万円でございます。 

 第２表「繰越明許費」でございますが、今回の補正予算の全額を繰越する予定で計上

いたしております。 

以上で、議案第３号の提案理由の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたしま
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す。 

○議長（野口俊明君） これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（野口俊明君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（野口俊明君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第３号を採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

〔 賛成者起立 〕 

○議長（野口俊明君） 起立多数です。したがって、議案第３号は、原案のとおり可決

されました。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第６ 議案４号  

○議長（野口俊明君） 日程第６、議案第４号 平成２２年度大山町農業集落排水事業

特別会計補正予算（第３号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。町長 森田 

増範君。 

○町長（森田増範君） はい、議長。 

○議長（野口俊明君） 森田町長。 

○町長（森田増範君） 議案第４号 平成２２年度大山町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第３号）につきまして提案理由の説明を述べます。 

 本案の主な補正内容は、今回の豪雪により下水道の中継ポンプ等が被災したため、緊

急に修繕する必要があり、修繕費を追加するものでございます。 

 既定の歳入歳出の総額にそれぞれ７０万円を追加し、歳入歳出それぞれ５億９６７万

６，０００円とするものでございます。 

 補正内容につきまして歳入からご説明申し上げます。 

第２５款繰入金７０万円の増額は、事業費の増加によるものでございまして、一般会

計からの繰入金でございます。 

 次に歳出につきましてご説明申し上げます。 

第５款事業費第１０項農業集落排水事業費７０万の増額の内訳は、豪雪により上万地

区が停電し、上万下水道中継ポンプ場の汚水が制御盤に流入し制御盤が被災したもので、

この修繕費に２０万円。また、豪雪により国信溜池中継ポンプ場の引込柱が折損したた

め、制御盤を含めて修繕する必要があり、この修繕費が５０万円でございます。これで、

議案第４号の提案理由の説明を終わります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（野口俊明君） これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（野口俊明君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（野口俊明君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第４号を採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

〔 賛成者起立 〕 

○議長（野口俊明君） 起立多数です。したがって、議案第 4 号は、原案のとおり可決

されました。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第７ 議案５号  

○議長（野口俊明君） 日程第７、議案第５号 平成２２年度大山町情報通信事業特別

会計補正予算（第３号）を議題とします。提案理由の説明を求めます。町長 森田増範

君。 

○町長（森田増範君） はい、議長。 

○議長（野口俊明君） 森田町長。 

○町長（森田増範君） 議案第５号 平成２２年度大山町情報通信事業特別会計補正予

算（第３号）につきまして提案理由のご説明をさせていただきます。 

本案は、年末年始の豪雪により、Ｄネットをご利用いただいております一部の家庭で

引込みケーブルが断線もしくは垂れ下ったために、その復旧事業にかかります所要の増

額を行い、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５００万円を追加し、歳入歳

出それぞれ３億８，７８７万４，０００円とするものでございます。  

補正の内容につきまして歳入からご説明申し上げます。 

第２０款繰入金の５００万円は、一般会計からの繰入金を増額するものでございます。 

次に歳出につきましてご説明いたします。 

第５款総務費の増額は、ケーブルの復旧に要する修繕費１２５件分５００万円を増額

するものでございます。 

以上で、議案第５号の提案理由の説明を終わります。どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（野口俊明君） これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議員（１６番 鹿島 功君） 議長、１６番。 

○議長（野口俊明君） １６番 鹿島 功君。 

○議員（１６番 鹿島 功君） このたび大雪で、大変まあケーブル等が切れたという

ことでございますが、この期間中にですね、よく聞いた話なんですけれども、まあいわ
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ゆる修理せないけん場所ができたときにですね、いち早くするというか、責任を持って

というのは、どこなのかという、ちょっと責任のことについてお伺いしたいと思います。

たとえば、中電の電柱に折りをしてかけてある、あるいは町の持ち物である、町は中海

テレビに委託がしてある、というような中でですね、そのへんのところ、まず町であれ

ばまあ間違い、何とか言っていかれるだろうと思うですけれども、たとえば中電あるい

は中海とか、そういうところであった時にどうも、うちじゃないというような断り方が

されたというようなことも聞いておりますんで、そのへんのところもう一度明確なちょ

っと答弁を聞いてですね、住民の皆さんにお知らせ願いたいと思いますんで、よろしく

お願いしたいと思います。 

○議長（野口俊明君） 野間企画情報課長。 

○企画情報課長（野間一成君） 光ケーブルの関係でございますけども、これは町の所

有物でございますから、一義的に町の責任で対応させていただくということでございま

す。以上でございます。 

○議員（１６番 鹿島 功君） 議長、１６番。 

○議長（野口俊明君） １６番、鹿島 功君。 

○議員（１６番 鹿島 功君） 最終的には町であるということは充分、その持ち物で

あるということは分かるんですけれども、今の質問はですね、例えば町が工事するわけ

でないんですわね、直接に。で、緊急、垂れ下がったり切れたりすると、早く直しても

らいたいというのが、住民の皆さんで、町に言っておけば、まあ間違いないだろうとい

うこと、それは分かるんですけども。一時も早くということになった場合にですね、直

接、中電でもいいですし、いわゆる中海でもいいですっというような話を聞いた経緯も

あるんですけれども。だからもし切れ下がった場合にはもう直接町に言ってくださいと、

もうその中電だ、中海だ関係ありません、特に町に言ってくださいということでいいん

ですか。それから素人では、多分ケーブルだろうと思って判断するけれども、行ってみ

たら現実は電線だったりあるいは電話線でだったりあったりというようなこともあろう

かと思いますわね。そういうことを想定されての住民のそういう話だったでないかなと

は聞くわけですけれど、そのへんのところがね、明確でない。当然町がしたケーブルで

すから、町は責任はあるということは、こりゃあ誰でも分かるわけですけど、現実的に

どの線かって分からないというような一般の人があった時にですね、あるいはその対処

の仕方がですね、早ならんと、たとえばよけあった時に、今回の場合、よけあるわけで

すから、早くならん、町もらちがあかんけ、なら中海あるいは中電というような話もな

っていったんじゃないかなと思うんですけれども、そのへんのところをですね、手続上

そのへんの段階あるいは今いったようなことがあった場合を、もう少し詳しくお聞かせ

願いたいと思います。 

○企画情報課長（野間一成君） 議長、企画情報課長。 
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○議長（野口俊明君） 野間企画情報課長。 

○企画情報課長（野間一成君） 線が切れた時に、そのどこの線か分からんっていうこ

とがあるかと思いますけども、あらゆる場合に取りあえず町に連絡をしていただきます

と、そこからそれぞれに連絡を取らしていただくという格好にさせていただくのが一番

きちんとした格好ではないかと思っています。 

○議員（１６番 鹿島 功君） 了解。 

○議員（５番 野口昌作君） 議長、５番。  

○議長（野口俊明君） ５番、野口昌作君。 

○議員（５番 野口昌作君） このケーブル１２５件ですけどもね、だいたい場所とし

ては、部落っていうですか、だいたいどの辺りがよけ切れたという状況になりましたか。

○企画情報課長（野間一成君） 議長、企画情報課長。 

○議長（野口俊明君） 野間企画情報課長。 

○企画情報課長（野間一成君） 集落の関係ちょっと充分に把握しておりませんけれど

も、地区的に言いますと中山地区が７件、名和地区が６７件、大山地区が３８件という

ふうなことでございました。名和地区につきましては、特に御来屋の辺りに被害が集中

しておるような状況でございました。以上でございます。  

○議員（５番 野口昌作君） はい、分かりました。 

○議長（野口俊明君） 他に質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（野口俊明君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。これから討論を行

います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり 〕 

○議長（野口俊明君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

これから、議案第５号を採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

〔 賛成者起立 〕 

○議長（野口俊明君） 起立多数です。したがって、議案第５号は、原案のとおり可決

されました。 

────────────────・───・───────────────── 

日程第８ 議員派遣について 

○議長（野口俊明君） 日程第８、議員派遣についてを議題とします。会議規則第１１

９条の規定により、お手元に配布しておりますとおり、大山町の行政課題について調査

を行うもので、この件につきましては、平成２２年１２月の第１０回定例会において、

議員派遣の議決をしましたが、視察先の一部に変更を生じたため、再度提案するもので

あります。 
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まず１番目の目的でありますが、現在大山町では、体験型・交流型・滞在型の観光交

流産業を、スポーツツーリズムとして推進する構想があります。これは、「夕陽の丘神

田山香荘」を中心とする地域休養施設を活用して、鳥取県フットボールセンターを整備

することにより地域の活性化を図ろうとするものでありますが、このサッカー場整備計

画を調査・研究するため、既に整備された各都道府県フットボールセンター等を行政調

査するものであります。 

２番目の派遣場所ですが、兵庫県洲本市･和歌山県上富田町・奈良県田原本町・大阪府

堺市であります。 

３番目の期間ですが、平成２３年２月９日から２月１０日までの２日間であります。

４番目の派遣議員でありますが、議員全員であります。 

お諮りします。議員派遣をすることにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（野口俊明君） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣することに決定し

ました。 

────────────────・───・───────────────── 

閉会宣告 

○議長（野口俊明君） これで、本臨時会の会議に付議された事件は全部終了しました。

会議を閉じます。平成２３年第１回大山町議会臨時会を閉会します。  

────────────────・───・───────────────── 

○局長（諸遊雅照君） 互礼を行います。一同起立。礼。お疲れさまでした。 

────────────────・───・───────────────── 

午後２時２７分 閉会 
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